
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  破産者が株式を発行会社に譲渡した場合           

Ｑ：破産者が、破産財団を通じて株式を発

行会社に譲渡した場合の取扱いが公表された

とか。どのようになるのですか？ 

                                              

Ａ：非課税所得となります。 

【解説】 

さきごろ、東京国税局に同様の事前照会が

あり、次のような回答をしました。 

照会では、会社の株式を所有している取締

役が、所得税法第9条第1項第10号の「資力を

喪失して債務を弁済することが著しく困難」

な状態に陥り、裁判所から破産手続開始の決

定を受け、その株式が破産財団に組み入れら

れたけれども、株式が非上場会社のものであ

ることから、市場で売却することが困難であ

り、発行会社が時価で買い取ったというもの

です。 

通常であれば、会社の株式を発行会社が買

取った場合、株式を譲渡した人が、交付を受

ける金銭等の額が会社の資本金等の額のうち

その交付の基因となった株式等に対応する部

分の金額を超える場合のその超える部分(み

なし配当部分)の金額は、所得税法上配当とみ

なされ、その超える部分以外の部分は、株式

等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなさ

れるのですが、この場合においては、株式を

譲渡した人が、資力を喪失して債務を弁済す

ることが著しく困難な状態にあることから、

所得税法第9条第1項第10号の規定が適用され、

配当所得も譲渡所得もいずれも非課税所得に

該当するとしました。 
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